
龍ケ崎市告示第１０６号

　龍ケ崎市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱を次のように定める。

　　平成２４年６月２２日

　　　　　　　　　　　　　　　龍ケ崎市長　中　山　一　生

　　　龍ケ崎市被災住宅復興支援利子補給金交付要綱

　（趣旨）

第１条　この要綱は，平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に

　よる市内における被災住宅及び被災宅地の復興を支援するため，被災

　者又はその親族（以下「被災者等」という。）が被災住宅及び被災宅

　地の復興のために金融機関等から借り入れた資金（以下「住宅復興資

　金」という。）に係る利子に対して，予算の範囲内において利子補給

　金を交付することについて，龍ケ崎市補助金等交付規則（平成１５年

　龍ケ崎市規則第１７号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるも

　のとする。

　（定義）

第２条　この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号

　に定めるところによる。

　　　被災住宅　東日本大震災により被災した市内の住宅をいう。

　　　被災宅地　被災住宅の敷地をいう。

　　　大規模半壊　災害に係る住家の被害認定基準運用指針（平成２１

　　年６月内閣府作成。以下「運用指針」という。）総則「２．住家の

　　被害の程度と住家の被害認定基準等」に規定する大規模半壊をいう。

　　　半壊　運用指針総則「２．住家の被害の程度と住家の被害認定基

　　準等」に規定する半壊をいう。

　　　一部損壊　運用指針総則「２．住家の被害の程度と住家の被害認

　　定基準等」に規定する被害のうち，半壊に至らないものをいう。

　　　り災証明書　市が被災した住宅の被害程度について証明する証明

　　書をいう。

　　　支援金　被災者生活再建支援法（平成１０年法律第６６号。以下

　　「支援法」という。）第３条第１項に規定する被災者生活再建支援

　　金をいう。
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　　　金融機関等　独立行政法人住宅金融支援機構法（平成１７年法律

　　第８２号）第３条に規定する独立行政法人住宅金融支援機構，銀行

　　法（昭和５６年法律第５９号）第２条第１項に規定する銀行又は協

　　同組織金融機関の優先出資に関する法律（平成５年法律第４４号）

　　第２条第１項に規定する協同組織金融機関をいう。

　（利子補給金の対象者）

第３条　利子補給金の交付対象となる者は，次に掲げる要件のいずれに

　も該当する被災者等とする。ただし，支援法第２条第２号ロの規定に

　該当し，被災住宅に関し支援金の支給を受けている場合は，利子補給

　金の交付を受けることができない。

　　　大規模半壊，半壊又は一部損壊のり災証明書を受けた被災住宅を

　　自己又は親族が所有し，東日本大震災発生時に自己又は親族が当該

　　被災住宅に居住していたこと。

　　　被災住宅の補修をし，又は被災住宅に代わる住宅を市内に建設若

　　しくは購入をすること。

　　　住宅復興資金について，平成２３年３月１１日以降に金銭消費賃

　　借契約を金融機関等と締結し，平成２６年３月３１日までに融資の

　　実行を受けていること。

　　　市民税，固定資産税・都市計画税，軽自動車税，国民健康保険税，

　　介護保険料及び下水道使用料（以下「市税等」という。）を滞納し

　　ていないこと。

　（利子補給金の額等）

第４条　利子補給金の額は，住宅復興資金の償還に係る利子に相当する

　額とし，次の表の左欄に掲げる区分ごとに，中欄の住宅復興資金の限

　度額に右欄の住宅復興資金に係る利率の限度割合を乗じて得た額を限

　度とする。この場合において，１，０００円未満の端数があるときは，

　これを切り捨てるものとする。
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区　　　　　分
住宅復興資金の

限度額

住宅復興資金に係る

利率の限度割合

被災住宅の復旧工事（補修又は建設

若しくは購入）
６４０万円

２パーセント上記被災住宅の復旧工事に伴う被災

宅地の復旧工事（液状化被害の対応

工事（地盤改良，アースドレーン工

法等），擁壁復旧工事等をいう。）

３９０万円

　（利子補給金の交付申請等）

第５条　利子補給金の交付を受けようとする被災者等（以下「申請者」

　という。）は，住宅復興資金を借り受けた後，前条第２項に規定する

　期間の年度ごとに利子補給金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる

　書類を添えて市長に提出するものとする。ただし，市内に居住する申

　請者が個人情報確認同意書（様式第２号）を提出したときは第１号及

　び第７号に規定する書類の提出を，第１号の住民票の写しにより第２

　号の親族関係が確認できるときは第２号に規定する書類の提出を省略

　することができる。

　　　申請者の世帯員全員が記載された住民票の写し

　　　申請者と被災住宅の所有者及び居住者との親族関係が分かる書類

　　　金銭消費賃借契約書（貸付利率が明記されたものに限る。）の写

　　し

　　　償還表（返済予定表）の写し

　　　工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

　　　り災証明書

　　　納税証明書又は市税等の未納がないことを証明する書類

２　前項の規定にかかわらず，２回目以降の申請時に前項各号に掲げる

　書類の内容に変更がない場合は，当該書類及び個人情報確認同意書の

　提出を省略することができる。

３　第１項の規定による申請のうち，初回の申請については平成２６年

　３月３１日までに行わなければならない。

４　申請者は，第１項の申請内容に変更が生じたときは，申請内容変更

　届出書（様式第３号）を市長に提出するものとする。
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２　利子補給金の交付期間は，５年以内とする。



　（利子補給金の交付決定等）

第６条　市長は，前条第１項の規定による申請を受けたときは，その内

　容を審査し，利子補給金の支給の決定をしたときは，利子補給金交付

　（変更）決定通知書（様式第４号）により，当該申請者に通知するも

　のとする。

２　市長は，前条第４項の規定による変更の届出を受けた場合は，その

　内容を審査し，利子補給金の支給期間に変更があったときは，利子補

　給金交付（変更）決定通知書により，当該申請者に通知するものとす

　る。

　（利子補給金の請求）

第７条　

　下「交付決定者」という。）が利子補給金の請求をしようとするとき

　は，当該年度分ごとに当該年度の１月末日までに利子補給金交付請求

　書（様式第５号）に住宅復興資金に係る年末残高証明書の写しを添え

　て，市長に請求するものとする。

　（報告及び調査）

第８条　市長は，利子補給金に関し必要があると認めるときは，交付決

　定者に対し当該利子補給金に係る報告を求め，当該利子補給金に係る

　資料及び書類その他必要な事項について調査することができる。

　（利子補給金の返還等）

第９条　市長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは，

　利子補給金の交付の決定を取り消し，又は既に交付した利子補給金の

　全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

　　　申請書その他の書類に虚偽の記載をしたとき。

　　　利子補給金の受給に関し，不正の行為があったとき。

　（補則）

第　条　この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。

　　　付　則

　この告示は，公布の日から施行し，平成２３年３月１１日から適用す

る。
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前条の規定による交付決定又は交付変更決定を受けた申請者（以


